
令和８年度国民健康保険料
の改定（案）について

令和７年度第２回千葉市国民健康保険運営協議会
令和８年２月４日
千葉市健康保険課

議題１



１ 給与所得控除の引き上げ

令和７年度の税制改正により、給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円に引き上げ。

⇒ 保険料額の算定基礎となる給与収入に係る所得が減少。

２ 賦課限度額の引上げ（保険料の上限を引き上げ、子ども・子育て支援金分の上限を設定）

３ 軽減判定所得の引上げ（低所得者への軽減措置を拡大）

１ 国民健康保険料に影響する制度改正の概要（令和8年度）

1

区分 医療分 後期分 介護分 子ども分 合計

改定前 ６６万円 ２６万円 １７万円 ー １０９万円

改定後 ６７万円 ２６万円 １７万円 ３万円 １１３万円



１ 国民健康保険料に影響する制度改正の概要（令和8年度）

４ 診療報酬改定

令和８年度診療報酬改定において、全体での改定率は＋2.22％となった。（本体部分:3.09％、薬価:△0.87％）

５ 高額療養費制度の見直し（主なもの）

・自己負担月額上限の見直し（引き上げ） ※令和8年8月～

・自己負担の年額上限の導入（⾧期療養者への配慮）※令和8年8月～

・自己負担上限区分の細分化 ※令和9年度～

６ 子ども・子育て支援金制度の創設
・子ども・子育て支援法に基づき、国は全ての医療保険者から支援金を徴収し、児童手当の拡充や妊婦のための支援給付など、
特定の子育て支援策の財源として活用。
・医療保険者は保険料とあわせ、被保険者から子ども・子育て支援金を徴収。

２



３

（１）子ども・子育て支援金制度の全体イメージ
少子化対策の抜本的強化に当たり、少子化対策に受益を有する全世帯・全経済主体が子育て世帯を支える新しい分かち合い・連携の仕組み

被保険者

２ 子ども・子育て支援金制度について
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＜令和10年度まで段階的に増額＞
・令和8年度に6,000億円程度
・令和9年度に8,000億円程度
・令和10年度に1兆円程度

子ども･子育て支援金制度の創設（令和８年４月～）
【子ども･子育て支援金の充当事業】

1 児童手当の拡充（令和６年１０月から）
・所得制限を撤廃、支給対象の高校生年代までの拡大など

2 妊婦のための支援給付の創設（令和７年４月から）
・妊婦１人につき５万円 胎児１人につき５万円

3 乳児等通園支援給付の創設(こども誰でも通園制度)(令和８年４月から)
・保護者の就労状況の有無によらない保育所等の利用に係る給付

4 出生後休業支援給付の創設（令和７年４月から）
・育児休業時の支援給付

5 育児時短就業給付の創設（令和７年４月から）
・時短勤務中の支援給付

6 育児期間中の国民年金保険料免除（令和８年１０月から）
・育児期間中の国民年金第１号被保険者の保険料の納付免除

⑦支援
拡充

※その他の医療保険者としては後期高齢者医療、
協会けんぽ、健保組合、共済組合などがある

都 道 府 県

医療保険者
国民健康保険（市町村）



３ 国民健康保険料の改定（案）について

（１）保険料の賦課方法について

① 子ども・子育て支援金
・賦課方式については、所得割及び被保険者均等割とし、世帯に対して一律に賦課する平等割は適用しない。
・18歳未満の被保険者均等割については全額軽減する。
・医療分・後期支援分・介護分と同様に所得に応じた法定軽減(7割・5割・2割)、産前産後減額、未就学児軽減を実施する。

② 介護納付金
・子ども・子育て支援金制度の創設にあわせ、 40～64歳までが対象となる介護分について、世帯に対して保険料を一律に

賦課 する平等割を廃止し、令和8年度からは所得割と被保険者均等割のみに改める。
また、応能・応益の賦課割合を50:50から55:45とし、医療分・後期支援分と同様の賦課割合に変更する。

※千葉市国民健康保険条例
・ 上記、子ども・子育て支援金の算定方法や賦課に関し必要な事項を定める改正を行う。（施行期日:令和８年4月1日）

〈参考〉令和８年度国民健康保険料（案）

４



（２）保険料改定率について
令和８年度収支について、令和７年度の保険料率で保険料を計算した場合、10.5億円の歳入不足。

（医療・後期・介護分4.7億円、子ども子育て支援金分5.8億円）

●保険料改定（案）

保険料改定率【全体】 :＋4.80%

医療・後期・介護分 :＋1.96％

子ども・子育て支援金分 :＋2.84％

・従来分（医療・後期・介護）については、改定率が近年の

1人あたり給付費伸び率の範囲（R6-R8平均2.66%）に

どどまることから、必要額を全額保険料で賄うよう料率設定。

・子ども・子育て支援金分は、保険給付費に連動して徴収する

ものではなく、国が行う全国一律の子ども・子育て支援施策

の拡充の財源として徴収するものであるため、同様に必要額を

全額保険料で賄うよう料率設定。

３ 国民健康保険料の改定（案）について

５

【歳出】 （単位：億円）
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【国民健康保険財政調整基金残高】 （億円）

区分 R3 R4 R5 R6
R7

（見込）
R8

（見込）

残高 20.3 24.0 26.4 22.0 20.3 20.3



３ 国民健康保険料の改定（案）について

●改定後保険料率

●一人当たり平均保険料（年額）

６

料金改定前(Ａ) 料金改定後(Ｂ)

従来分 医療・後期・介護 120,646円 123,015円 2,369円

R8新規 子ども 0円 3,419円 3,419円

全体 医療・後期・介護・子ども 120,646円 126,434円 5,788円

令和８年度
区分 差(Ｂ)-(Ａ)

【参考】保険料改定率の推移（医療・後期・介護）



（参考）高額療養費制度の月額上限等について

7厚生労働省 第209回社会保障審議会医療保険部会第９回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会「高額療養費制度の見直しについて」（令和7年12月25日）より抜粋


